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　　　　　　　平成19年に開催される「秋田わか杉国体」には、全国から選手、監督、役員等が北秋田市
　　　　　　　へ約1500人訪れます。その中には今まで秋田を訪れたことがない方も数多くいらっしゃる
でしょう。「秋田わか杉国体」は、秋田の素晴らしさを積極的にＰＲする絶好の機会になると思いますの
で、大人気のマスコット「スギッチ」を使用した商品開発などで皆さんの力を全国に思いっきりＰＲして
みませんか？

「秋田のとっておき」を全国に発信しませんか�「秋田のとっておき」を全国に発信しませんか�

ＰＲ期間はもう始まっています�
　国体関連の商品の販売は、国体期間中の11日間だ
けでなく、通常、店頭に置いている商品と一緒に、
今から販売しても構いません。
　また、今年の６月からはリハーサル大会も開催され、
本大会と同レベルの全国大会が行われる競技があり
ます。ＰＲの機会がたくさんあります。�
マスコットマーク「スギッチ」の使用取扱いについて�
　販売・非販売にかかわらず、秋田県総務企画部国
体・障害者スポーツ大会局へ「マスコットマーク使
用承認申請書」を提出する必要があります。�
イラストの種類�
　使用できるスギッチのイラストは全部で１０２種
類です。スギッチを使って「タオルハンカチ」や「定
規」「のり」などの各種文房具、「クッキー」など
のお菓子にスギッチの焼き印、あるいは「包装紙」
にスギッチを印刷など、様々な商品に活用できます。�

　マスコットマークの�
使用料は無料です。�
　ただし、「秋田わか�
杉国体」など「国体」�
という文字が入る場合�
は、（財）日本体育協会�
へ別に申請しなければ�
なりませんが、�
　「スギッチ」のイラ
ストと、「２００７」
「ＡＫＩＴＡ（秋田またはあきた）」という文字の
みであれば、秋田県総務企画部国体・障害者スポー
ツ大会局へ申請するだけでマスコットマークを無料
で使用することができます。�
◎申し込み・お問い合わせ　秋田県総務企画部
　国体・障害者スポーツ大会局�
　　　　a018－860－5261　FAX018－860－5211

竜ケ森山開き�竜ケ森山開き�
日　時　６月１日（木） 

集合場所　シルバー人材センター前　集合　８:30　出発　８:00    

持ち物　昼食、飲み物、雨具等  

◎申し込み・お問い合わせ　産業部商工観光課　a６２－６６３９ �

※比内ベニヤマ荘での竜ヶ森整備促進協議会へ参加を希望され
ない方は、寒沢コース登山口へ午前10：00までご集合ください。�
　山開き終了後の促進協議会の懇親会参加希望者は会費1,000
円の負担となります。（一般の方の参加も可能です。） 

森吉山 阿仁側コース山開き登山�森吉山 阿仁側コース山開き登山�
日　時　６月４日（日） 

集合場所　阿仁支所前　集合　７：50　出発　８：00    

持ち物　昼食、飲み物、雨具等 

申込締切　５月31日（水）まで 
◎申し込み・お問い合わせ　阿仁支所観光振興課　a８２－２１１７ �

※当日、阿仁支所前より送迎バスが出ます。先着25名までとな
ります。直接自家用車で行く場合は、ブナ帯キャンプ場に午前
8時30分まで に集合してください。


